
議会 議決された議案 

■  

条
　
例 

  【
制
　
定
】 

▼
収
入
役
を
置
か
な
い
条
例 

　
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
収
入
役
を
置
か
な
い
こ
と
と
す
る
。 

▼
国
民
保
護
協
議
会
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。 

▼
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急

対
処
事
態
対
策
本
部
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
本
部
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
。 

▼
人
事
行
政
の
運
営
等
の
公
表
に

関
す
る
条
例 

　
地
方
公
務
員
法
等
が
改
正
さ
れ

た
た
め
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
し
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
。 

▼
地
域
振
興
基
金
条
例 

　
市
民
の
連
帯
の
強
化
、
地
域
振

興
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充

当
し
、
市
の
振
興
に
資
す
る
た
め

地
域
振
興
基
金
を
設
置
す
る
。 

▼
た
ば
こ
の
吸
い
殻
及
び
空
き
缶

等
の
ポ
イ
捨
て
禁
止
に
関
す
る
条
例 

　
清
潔
で
快
適
な
生
活
環
境
を
確

保
す
る
た
め
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、

空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
及
び
犬
等

の
ふ
ん
の
放
置
の
防
止
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

 

【
一
部
改
正
・
廃
止
】 

▼
行
政
手
続
条
例 

　
行
政
手
続
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
の
条
文
の
整
備 

▼
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等 

　
議
員
、
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
報
酬
並
び
に
給
料
を
引
き
下

げ
る
。 

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例 

　
地
域
審
議
会
委
員
の
報
酬
等
を

定
め
る
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例 

　
人
事
院
勧
告
に
伴
い
給
料
表
の

抜
本
的
見
直
し
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例 

　
特
殊
勤
務
手
当
の
適
正
化
を
図

る
た
め
削
減
、
引
き
下
げ
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例 

　
給
料
表
を
９
級
制
か
ら
７
級
制

に
改
め
る
こ
と
に
伴
う
条
文
の
整

備
及
び
市
町
村
合
併
に
よ
る
旅
費

支
給
地
域
の
整
備
を
行
う
。 

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例 

　
退
職
手
当
の
適
正
化
を
図
る
た

め
構
造
面
の
見
直
し
を
行
う
。 

▼
老
人
憩
の
家
条
例 

　
憩
の
家
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
年
齢
を
６５
歳
か
ら
６０
歳

に
改
め
る
。 

▼
介
護
保
険
条
例 

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
並

び
に
介
護
保
険
事
業
の
適
正
か
つ

円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
保
険

料
段
階
を
５
段
階
か
ら
６
段
階
に

改
め
、
２０
年
度
ま
で
の
第
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
率
を
改
正
す
る
。 

▼
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
条
例 

　
事
業
者
の
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
る
課
税
売
上
高
の
上
限
額
が
改

定
さ
れ
た
た
め
、
し
尿
の
汲
取
料

と
処
理
料
を
改
正
す
る
。 

▼
緑
と
水
の
ふ
る
さ
と
を
守
る
条
例 

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
た
事

業
者
が
市
長
の
意
見
書
を
求
め
る

場
合
、
す
べ
て
本
条
例
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
す
る
。 

▼
墓
地
条
例 

　
五
條
４
丁
目
地
内
に
新
た
に
墓

地
を
設
置 

▼
住
宅
条
例 

　
公
営
住
宅
法
施
行
令
等
が
改
正

さ
れ
た
た
め
の
条
文
の
整
備 

▼
西
吉
野
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

例
の
廃
止 

　
西
吉
野
小
学
校
及
び
西
吉
野
中

学
校
の
給
食
業
務
を
市
立
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
で
行
う
た
め
本
条
例

を
廃
止
す
る
。 

▼
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
条
例
の

廃
止 

　
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
普
通

財
産
に
す
る
た
め
本
条
例
を
廃
止

す
る
。 

  

■  

予
　
算 

   

【
１７
年
度
補
正
予
算
】 

▼
一
般
会
計
（
第
６
号
）
　
　
　 

 

　
５
０
０，
３
３
５
千
円
を
増
額 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
　
６
７，
４
８
８
千
円
を
減
額 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計(

第
２
号) 

 

　
　
１
５，
９
０
０
千
円
を
繰
越
し 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
１
４
１，
０
０
０
千
円
を
増
額 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計(

第
２
号) 

 

　
２
６
３，
５
９
２
千
円
を
繰
越
し 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
３
号
） 

 

　
１
２
４，
３
０
９
千
円
を
増
額 

 

 

【
１８
年
度
当
初
予
算
】 

▼
一
般
会
計 

 

　
　
１
９，
９
７
７，
０
０
０
千
円 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
３，
９
５
０，
０
０
０
千
円 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
５
７
４，
１
０
０
千
円 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計 

 

　
　
　
４，
０
８
２，
６
０
０
千
円 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
１，
６
２
７，
３
０
０
千
円 

▼
墓
地
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
１
５
０
千
円 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
２，
７
１
２，
１
０
０
千
円 

▼
大
塔
診
療
所
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
５
６，
６
１
０
千
円 

▼
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
３
０
０
千
円 

▼
水
道
事
業
会
計 

     

水
道
事
業
費
用 

 

　
　
　
　
　
８
０
３，
６
０
４
千
円 

     

資
本
的
支
出 

           

４
０
２，
６
６
１
千
円 

  

■  

決
　
算 

   

【
１７
年
度
歳
入
歳
出
決
算
認
定
】 

▼
西
吉
野
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
６，
１
８
８，
０
４
８
円 

▼
西
吉
野
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
△
３，
８
２
４，
７
１
１
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
２
１，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
２
７，
２
５
７，
８
１
１
円 

▼
西
吉
野
村
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
１
５，
２
２
０，
７
１
８
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
１
６，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
簡
易
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
△
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
下
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

▼
大
塔
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
４
５，
２
１
０，
０
９
６
円 

▼
大
塔
村
立
診
療
所
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
１
９
４，
１
８
７
円 

▼
大
塔
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
２，
８
９
８，
１
８
４
円 

▼
大
塔
村
老
人
保
健
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
９，
９
６
９，
７
８
６
円 

▼
大
塔
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
４，
９
６
９，
６
０
５
円 

▼
大
塔
村
准
公
営
企
業
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
７
７
２，
４
０
７
円 

  

■  

人
　
事 

  ▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任 

   

辻
内
さ
え
子
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命 

   

田
村
幸
子
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任 

   

中
田
義
一
委
員
、
藤
本
彰
委
員
、

乾
利
昭
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任 

   

小
藪
良
彦
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
な
し
） 

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ

ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る 

   

梅
山
晃
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

  

■  

そ 

の 

他 
  ▼
財
産
（
旧
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
）

の
貸
付
け 
  

施
設
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
旧

国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
㈱
ベ
ル

カ
デ
ィ
ア
に
貸
付
け
る
。 

▼
大
塔
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
に
係

る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
山
村
体
験
実
習
セ
ン
タ
ー

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
水
車
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

▼
大
塔
ふ
れ
あ
い
交
流
館
に
係
る

指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
赤
谷
オ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
プ

場
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
郷
土
館
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定 

【
以
上
、
財
団
法
人
大
塔
ふ
る
里

セ
ン
タ
ー
を
指
定
管
理
者
と
す
る

６
施
設
】 

▼
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

　
社
会
福
祉
法
人
社
会
福
祉
協
議

会
を
指
定
管
理
者
と
す
る
。 

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更 

　
南
和
広
域
連
合
の
事
業
と
し
て

の
周
遊
観
光
促
進
事
業
と
市
の
中

学
校
大
規
模
改
造
事
業
の
追
加
等 

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結 

　（
仮
称
）市
営
上
之
島
住
宅
第
２

期
分
建
替
工
事
を
２
８
８，
４
３
５

千
円
で
契
約
す
る
。 

▼
南
和
広
域
連
合
規
約
の
変
更 

　
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会
の
設

置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
等
を

南
和
広
域
連
合
で
行
う
。 

  

■  

報
　
告 

  ○
１７
年
度
文
化
体
育
振
興
公
社
の

決
算
及
び
事
業
の
報
告 

○
１８
年
度
土
地
開
発
公
社
の
事
業

計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
の
報

告 ○
１８
年
度
大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー

の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金
計

画
の
報
告 

  

■  

意 

見 

書 
  　

意
見
書
２
件
を
可
決
し
、
内
閣

総
理
大
臣
を
は
じ
め
関
係
大
臣
に

提
出 

・
抜
本
的
な
都
市
農
業
振
興
策
の

確
立
を
求
め
る
意
見
書 

・
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
関

す
る
意
見
書 

  ※
　
備
　
考 

　
１
　
条
例
等
議
案
の
名
称
は
簡  

　
　
略
に
し
て
い
ま
す
。 

 

（
例
）
五
條
市
国
民
保
護
協
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
会
条
例    

国
民
保
護
協

　
　
　
　
議
会
条
例 

　
　
　
　
平
成
１８
年
度  

１８
年
度 

　
２
　
予
算
・
決
算
は
、
会
計
名  

　   
の
み
記
載
し
て
い
ま
す
。 

議　会 

議決された議案

→
 

→
 

竹田義一収入役が退任 竹田義一収入役が退任 
　竹田義一収入役が、３月３１日付を持って退任されました。 
　竹田収入役は、五條市市長公室長を経て、平成１４年４月に
就任。長年にわたり五條市の発展にご尽力されました。 
　たいへんご苦労様でした。 
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